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第７編 学習支援 

第１章 学習施設紹介 

第１節 概要 

自習室  ２４時間，３６５日利用可能で，修了後も司法試験の受験資格を有する間は利用

可能です（最大修了後５年。半年につき５０００円）。 

パソコン 各自習室やパソコンルームに設置されており，印刷数に制限はありません。 

コピー機 毎年１人１枚コピーカードをもらい，年間１５００枚まで無料で利用できます。 

 

第２節 以文館（いぶんかん） 

●施設説明                                    

法科大学院の講義は主に以文館で実施されます。 

 また，在学生の自習室も設置されています。 

  

 

                 

 

●内部施設の紹介                                    

自習室 ２階 

在学生（修了直後の司法試験受験まで）が使用します。 

各自にキャレルが割り当てられ（固定席），教科書類を置いた

ままにできます。また，持ち込んだパソコンをネットワークに

つなぐことができ，判例検索なども自席でできます。 

利用時間 ２４時間 ３６５日利用可能 

 

ローライブラリー ３階 

法科大学院生専用の図書室です。※修了後も利用できます（半年につき５０００円）。 

利用時間 ８時半～２３時 ３６５日利用可能 

蔵書数  法学の専門書や資料は６０００冊を超える蔵書を有しています。 

設備   コピー機や判例情報を検索するためのパソコン７台も整備されています。 
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教員研究室 ３階・４階 

 講義の実施される以文館内にあり，講義の直後や気になったときに

すぐ質問できます。また，各専任教員は週２回４５分ずつオフィスア

ワーを設けており，この時間であれば確実に質問に対応してもらえま

す。 
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ラウンジ（談話室） ２階 

 ラウンジ付近に

は，給湯器，電子レ

ンジがあり，自由に

使用できます。 

 

食堂 １階 

以文館内には，食堂

もあり，自習や講義

の合間に食事をす

ることができます。

 

第３節 尚文館（しょうぶんかん） 

●施設説明                                     

尚文館には，女子専用自習室と修了生用自習室があります。 

 また，講義が実施される以文館とは隣接しており，いつでも，

行き来できます。 

 

 

 

●内部施設の紹介                                  

自習室 ２階 

 修了生が使用します。利用方法・利用時間等は，以文館の自習

室（前ページ参照）と同様です。 

尚文館には，女性専用自習室もあります。女性専用自習室は安

全面に配慮し、入室を許可された女子学生のみが入れるようＩＣ

カードリーダーを設置しています。 

 

資料室 ３階 

 資料室には，カラーコピー機のほか，製本機，裁断機など，特

殊な事務用機器が設置してあります。 

また，好きなだけ製本をすることができるため，自分で印刷し

た資料も，製本することで，より使いやすくなります。 

 

 

ワークステーション教室 ２階 

 パソコンルーム

です。レポート作

成の時などに，よ

く使います。 

 

休憩スペース ２階 

自習室のすぐ横に

あり，自習で疲れ

た時などに一休み

できます。 
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第４節 児島惟謙館（こじまいけんかん） 

●施設説明                                     

 以文館や尚文館からは少し離れた所（徒歩２分程度）にあります。 

主に，修了生の自習室があります。 

ここには，自習室，パソコンルーム，ゼミ室等が設置されており，自

習するために必要な物はほぼそろっているので，快適に過ごすことがで

きます。 

 

 

●内部施設の紹介                                  

自習室 ３階 

主に修了生が使用します。 

利用方法・利用時間等は，以文館・尚文館の自習室と同様です。 

※なお，修了後も，司法試験の受験資格を有する間は利用可能です（最大修了後５年。半

年につき５０００円）。 

 

パソコンルーム ３階 

 児島惟謙館にあるパソコンルームは，自習室と同様，２４時間，３

６５日利用可能です。 

  

 

 

 

ゼミ室 ３階 ※正式には，「民事和解室」等の別の名称が付けられています。 

 友人や先輩・後輩とゼミを組んで，勉強する際に，使用できる

部屋です。写真のように１０人規模で使える広めの部屋と，４～

５人で使用できる小規模の部屋があります。 

※以文館や尚文館の教室であっても，ゼミの使用目的で申請すれ

ば，利用可能です。 
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第２章 特別演習 

関西大学法科大学院では，正規授業とは別に，授業の補完や論文式試験対策を目的として，

特別演習を開講しています。特別演習では，関大法曹会会員である若手弁護士を中心とした

アカデミック・アドバイザー（AA）が受講生一人ひとりの個性に着目したきめ細かい指導

をしています。 

以下の表のように，司法試験合格者の特別演習受講率は，非常に高いものとなっています。

関西大学法科大学院から，司法試験合格を目指すなら，特別演習の受講は必須といえます。 

●司法試験合格者の特別演習受講率（年度別） 

年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

コース 既修 未修 既修 未修 既修 未修 

合格者の受講率 81% 100% 91% 83% 84% 100% 

 

 

第１節 在学生向け 

 

●指導内容（年度により異なることがあります） 

1 年次 
正規授業(講義科目が中心)を補完し，憲法･民法･刑法の 3 科目を中心に，

基礎的知識を確実にするとともに，初歩的な応用力を養う｡ 

2 年次 
正規授業(演習科目が中心)を補完し，憲法･民法･刑法･民事訴訟法･刑事訴

訟法･商法･行政法について事実整理能力と論点抽出能力を習得する｡ 

3 年次 
司法試験の過去問を利用した論文作成を通じて,司法試験において要求され

るアウトプット能力を養う｡ 

 

●スケジュール（１回１２０分）（年度により異なることがあります） 

１クラス ２週間に１回 
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第２節 その他 

 

●指導内容（年度により異なることがあります） 

司法試験論文過去問

解説クラス 

担当 AA が事前に指定した司法試験論文式試験の過去問につい

て解説をします。添削を希望する者は事前に答案を提出しま

す。提出された答案については２名の AA が同じ答案を添削

し、本クラス時に返却します。 

科目別クラス 

憲法、民法、刑法について判例百選の解説を行います。判例の

重要度の判断がつかない１年次生から、基本的事項を確認した

い修了生まで、幅広く利用しています。 

民事系クラス 

答えがなく難解であるとされる松岡久和他『民事法総合・事例

演習』（有斐閣）について担当 AA が解説します。国立ロースク

ール生が授業で使用されている問題集の解説を受けることがで

きます。 

特別クラス 

受講生が講座案を作成し、受講生のニーズに合わせた形で演習

が進められます。 

事例研究行政法クラス、会社法事例演習教材クラスなどが実施

されました。 

なお、平成２７年度は修習の準備のための合格者クラスも実施

されました。 

その他 
以上の他にも、長期休暇には受験生のニーズに応じた短期集中

クラスが設けられています。 

 

●スケジュール（年度により異なることがあります） 

司法試験論文過去問

解説クラス 

選択科目以外の計７科目 

毎週日曜日 ２時間 

科目別クラス 
計３クラス（憲法・民法・刑法） 

２週間に１回 

民事系クラス 
２週間に１回 

２時間 

特別クラス 受講生と AA が予定を調整して決定 
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＜合格者の声＞ 平成２７年度司法試験合格者 中村洋輔（総合成績９０位） 

 私は基本的には，毎回答案を書いて添削をお願いしていました。答案添削で指摘

された点は，素直に受け止めて，どうすれば改善できるのか考えました。自分の答

案のどこが良くて，どこが悪いのか，改善すべきところはハッキリするので，効率

よく勉強することができました。 

 また，特別演習では過去問が題材になることが多いですが，AA の先生方がどの

ような事実に着目して，問題文をどのように分析するのかという考え方を学ぶこと

ができました。解説を聞いているだけでも，合格者の思考過程を追えるので，勉強

の方向性の修正にも役立ちました。 

 特別演習は司法試験に合格した AA の先生方に答案を見てもらえる貴重な機会

なので，合格に近づきたいのなら，積極的に利用するほかありません。特別演習は，

答案を見てもらう絶好の機会なので，是非利用してください。特別演習を活用して

答案の添削を受けている人は，合格率が高いのも事実です。 
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第３章 TA（Teaching Assistant） 

第１節 TA の説明 

関西大学法科大学院には，授業補助（資料収集，教材準備等）や法科大学院生の学習サ

ポートを行うＴＡ制度があり，（研究者）ＴＡと修了生ＴＡの２種類がいます。 

（研究者）ＴＡ 

大学講師および大学院博士課程後期課程在籍者が中心となって，１年間を通じて，担当

科目ごとの相談・質問に対応します。 

修了生ＴＡ 

本法科大学院を一定基準以上の成績で修了した者で構成され，主に法科大学院生からの

質問・相談への対応を行っています。具体的には，以下の表の通りです。 

修了生

TA 

＜第１期＞ ＜第２期＞ ＜第３期＞ 

執務

期間 

毎年６月中旬（短答試験

合格発表直後） 

～９月中旬（最終合

格発表）まで 

第１期終了後 

～１１月下旬（司法修

習開始）まで 

第２期終了後 

〜１１月下旬頃（司

法修習終了）まで 

構成

員 

本法科大学院を一定基準

以上の成績で修了した，

司法試験短答式試験合格

者 

本法科大学院を一定基準

以上の成績で修了し，司

法試験に最終合格した者

本法科大学院を一定基準

以上の成績で修了し，司

法試験に最終合格した者

 

第２節 TA の活動 

１ 法科大学院の指示に基づく業務【相談業務】                    

以文館３階にあるＴＡ執務室に待機して，関西大学法科大学院生や同法学部生からの

質問・相談を受け付けます。 

授業の予習・復習に関する質問はもちろん，自主学習についての質問もできます。ま

た，科目にかかわらず，法科大学院での勉強方法やレポート・論文の書き方に関するア

ドバイスを受けることもできます。 

 

２ TA による自主的な取組み ※年度により取組みは異なります   

短答解説の作成 

 第１期の修了生ＴＡが，その年の司法試験短答式試験の解説を作成し，配布しまし

た。 

また，過去のＴＡが作成したプレテスト～平成２７年までの短答式試験の解説・問

題・マークシートもＴＡ執務室にて１年中配布しています。 
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答案添削 

  平成２７年は主に第２期修了生 TA が司法試験の過去問の添削を行いました。 

短答過去問総まくりゼミ 

 内容 平成１８年～平成２６年までの短答過去問を毎日１科目ずつ演習してもらい（時

間は本番と同じ），演習後，解説をしました。 

早起き勉強会 

内容 毎朝、短答式試験の過去問を５問解いてもらい、TA が解説を行います。 

 日程 毎週月曜～金曜 

8：10～8：30  問題を解く 

8：30〜8：50  解説 

その他の勉強会 

  その他にも，「短答式試験の解答のコツを教える勉強会」「答案の書き方の基礎（法的

三段論法）を教える勉強会」「選択科目紹介」なども実施しました。 

再チャレンジゼミ 

 内容 論文過去問を１時間４０分で書き，限られた時間内で１点でも多く点数を取って 

    いく方法を話し合う。 

 日程 毎週火曜 13：00～17：00 

 

第３節 ＴＡ執務室の様子 

 以文館３階ＴＡ執務室      ＴＡ執務室の内部       相談ブース 

 

 

 

 

 

＜合格者の声＞ 平成２７年度司法試験合格者 羽藤央貴（総合成績２３０位） 

 司法試験に合格する１つの近道は，多くの先輩合格者に話を聞くことです。 

その点，関大法科大学院では，司法試験の合格発表から，司法修習の始まる１１

月下旬までの間，その年の司法試験合格者が TA 執務室に常時１～３人程度勤務し

ており，いつでも話を聞くことができます。私も，この時に先輩から聞いた話を参

考に勉強方法を確立し，最終合格を果たすことができました。 



  

第４章 その他の取組み 

第１節 司法試験合格体験報告会（毎年９月下旬～１０月上旬に開催） 

開催年度の司法試験に合格した修了生が，一斉に自身

の合格体験を報告します。各合格者がどのようにして晴

れてこの日を迎えたのか，在学中や修了後の過ごし方を

紹介しながら発表します。 

在学中どのような計画を立てて勉強していたか，直前

の全国模試を受けたか，どのような基本書を使いどのよ

うな演習をしていたか，在学中の講義をどのように活用

したか，などを赤裸々に聞くことができます。 

例年在学生や修了生の参加は多く，この報告会で何かを得る学生は多いです。もちろん平

成２４年度の合格者の多くも，前年の報告会にて合格するためのエッセンスや，勉強に対す

る刺激等を得た結果，この晴れ舞台に立っています。 

 また，当報告会の後は懇親会も行われ，このときばかりは合格者のお祝いムードの中，在

学生や先生方と打ち解けて話すことができます。 

 

第２節 教員による論文過去問解説講義（毎年８～９月に実施） 

専任教員が当該年度の司法試験論文式試験の解説および講評を行います。 

必修７科目に加えて，選択科目の一部（倒産法，労働法，知的財産法等）についても行わ

れます。 

当日の参加者には，各教員が作成した講評を配布しており，また，科目によっては司法試

験合格者が作成した再現答案も合わせて配布しています。 

 

第３節 若手弁護士による全面サポート  

若手弁護士により構成されるアカデミック・アドバイザー（AA）のバックアップ体制が

より強化され，豊富な特別講義や特別演習が用意されます。例えば２～３年生を対象にし

た事例演習講座やロースクール入学予定者・１年生を対象にした基礎知識強化，苦手科目

克服の特別演習が開かれる予定です。 

また，正課授業のクラス担当教員と特別演習のクラス担当 AA の連携が今まで以上に強

化され，一人一人の学生の学習状況に合わせた指導を可能にします。 

さらに，一人ではなかなか難しい「学習計画」の作成を年間通じて AA が指導すること

で，皆さんを合格へのレールに導きます。


